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平
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十

年
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月

三

十

日

受
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答

弁

第

二

六
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内
閣
衆
質
一
四
一
第
二
六
号 

平
成
十
年
一
月
三
十
日 

内
閣
総
理
大
臣 

橋 

太 

郎 

 
 

衆

議

院

議

長 

伊 

藤 

宗 

一 

郎 

殿 
 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
国
家
資
格
試
験
実
施
団
体
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 

 

 

 

本 

龍 



 

 

三 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
国
家
資
格
試
験
実
施
団
体
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
（
一
）
に
つ
い
て 

国
家
資
格
の
う
ち
試
験
を
実
施
し
て
い
る
も
の
の
名
称
、
根
拠
法
令
等
、
担
当
課
名
及
び
試
験
実
施
団
体
名
は
、
別
表
第

一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
の
（
二
）
に
つ
い
て 

国
家
資
格
の
試
験
を
実
施
し
て
い
る
公
益
法
人
の
役
員
及
び
職
員
の
実
数
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
所
管
官
庁
出
身
者
の
数

及
び
占
有
率
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
の
（
三
）
に
つ
い
て 

国
家
資
格
の
試
験
を
実
施
し
て
い
る
公
益
法
人
の
う
ち
、
理
事
長
等
代
表
者
が
所
管
官
庁
出
身
者
で
あ
る
も
の
又
は
当
該

国
家
資
格
の
創
設
に
伴
っ
て
新
た
に
設
立
さ
れ
た
も
の
の
理
事
長
等
代
表
者
の
最
終
官
職
及
び
担
当
課
へ
の
在
籍
歴
の
有 

無
、
国
か
ら
の
出
資
金
額
、
平
成
八
年
度
の
補
助
金
額
、
役
員
報
酬
額
並
び
に
退
職
金
の
平
均
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り

で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

四 

国
家
資
格
の
試
験
事
務
の
公
益
法
人
等
へ
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
化
等
の
見
地
か
ら
、
当
該
事
務
を
委

託
し
て
も
当
該
試
験
制
度
の
意
義
・
目
的
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
お
い
て
、
受
験
者
数
が
多
数
に
上
る
か
、
適
切

な
試
験
実
施
団
体
が
あ
る
か
等
を
勘
案
し
て
個
別
に
判
断
し
、
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
五
次
答
申
」
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
十
四
日
）
に
お
い
て
、
「
行 

 
 

政
事
務
の
簡
素
化
等
の
見
地
か
ら
、
民
間
団
体
に
お
い
て
処
理
を
行
っ
て
も
制
度
の
意
義
・
目
的
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い

事
務
に
つ
い
て
は
、
極
力
、
民
間
団
体
へ
の
委
譲
を
行
う
」
と
さ
れ
、
行
政
改
革
会
議
の
「
最
終
報
告
」
（
平
成
九
年
十
二 

 
 

月
三
日
）
に
お
い
て
も
、
民
間
委
託
が
考
え
ら
れ
る
事
務
と
し
て
、
各
種
国
家
資
格
・
認
定
業
務
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

国
家
資
格
の
試
験
事
務
に
つ
い
て
は
、
所
管
官
庁
が
、
個
々
の
資
格
ご
と
に
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
考
え
方
に
即
し 

 

て
、
公
益
法
人
等
に
委
託
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
所
管
官
庁
が
国
家
資
格
の
試
験
事
務
に
つ
い
て
公
益
法
人
に
委
託
を
行
う
場
合
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
「
公
益
法 

人
に
対
す
る
検
査
等
の
委
託
等
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
で
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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